
　　　　　　問合先　 一般社団法人日本ボイラ協会　千葉支部
　　　　　　　　　　　　千葉市中央区新千葉３－２－１
　　　　　　　　　　　　新千葉プラザ３０８号
　　　　　　ＴＥＬ　０４３－２４６－４７５３　　ＦＡＸ　０４３－２４６－４７５４

当支部の令和８年度の講習・教育日程は、次のとおりです。

講習案内は、２ヶ月前にホームページに掲載します。受付状況欄には「受付中」、「受付終了」、「講習終了」、「お待ちください」

と状況が記載されています。　案内資料がクリックできない講習は、まだ、講習案内が未作成です。

講習会場は「千葉県経営者会館」です。

① 　４月１３日（月）～１７日（金） ＊実技講習５日間

② 　６月１５日（月）～１９日（金） 　受講料　　４１，８００円

③ 　７月　６日（月）～１０日（金） 　（受講料３８，０００円＋消費税３，８００円）

④ 　８月　３日（月）～　７日（金）

⑤ 　９月　７日（月）～１１日（金） ＊実技講習３日間

⑥ １０月１９日（月）～２３日（金） 　受講料　　２９，７００円

⑦ １２月　７日（月）～１１日（金） 　（受講料２7，０００円＋消費税２，7００円）

⑧ 　１月１８日（月）～２２日（金） ＊受験準備講習２日間

⑨ 　２月１５日（月）～１９日（金） 　受講料　　１２，１００円

　（受講料１１，０００円＋消費税１,１００円）

① 　６月　３日（水）～　４日（木） 　受講料　　１８，７００円

　（受講料１７，０００円＋消費税１,７００円）

① 　５月２０日（水）～２１日（木） 　受講料　　１８，７００円

３ 　（受講料１７，０００円＋消費税１,７００円）

① 　４月２０日（月）～２２日（水） 　受講料　　２６，４００円

４ ② 　８月１９日（水）～２１日（金） 　（受講料24，０００円＋消費税２，４００円）

　受講料　　１４，３００円（会員）

５ 　（受講料１3，０００円＋消費税１,3００円）

　受講料　　１７，６００円（会員外）

　（受講料１６，０００円＋消費税１,６００円）

　受講料　　１４，３００円（会員）

６ 　（受講料１3，０００円＋消費税１,3００円）

　受講料　　１７，６００円（会員外）

　（受講料１6，０００円＋消費税１,6００円）

　受講料　　１４，３００円（会員）

７ 　（受講料１3，０００円＋消費税１,3００円）

　受講料　　１７，６００円（会員外）

　（受講料１6，０００円＋消費税１,6００円）

　受講料　　１４，３００円（会員）

８ 　（受講料１３，０００円＋消費税１,３００円）

　受講料　　１６，５００円（会員外）

　（受講料１５，０００円＋消費税１，５００円）

　受講料　　１４，３００円（会員）

９ 　（受講料１３，０００円＋消費税１，３００円）

　受講料　　１６，５００円（会員外）

　（受講料１5，０００円＋消費税１，5００円）

　受講料　　１１，０００円（会員）

１０ 　（受講料１０，０００円＋消費税１,０００円）

　受講料　　１３，２００円（会員外）

　（受講料１２，０００円＋消費税１,２００円）

　受講料　　１３，２００円（会員）

１１ 　（受講料1２,０００円＋消費税1,200円）

　受講料　　１６，５００円（会員外）

　（受講料１5,０００円＋消費税１,5００円）

１２月１７日（木）～１８日（金）

　１月１４日（木）～１５日（金）

　７月２４日（金）

　２月　４日（木）

　９月１４日（月）～１５日（火）

１１月２４日（火）～２６日（木）

　６月１１日（木）

１０月１４日（水）

　９月３０日（水）

　３月１９日（金）

ボイラー水管理技術講習
　ボイラーユーザーのための水管理をトラ
ブル原因から、その予防方法までを解説
する講習です。

一級ボイラー技士免許試
験受験準備講習

　一級ボイラー技士免許試験の合格をめ
ざしての講習です。

ボイラー整備士免許試験
受験準備講習

　ボイラー、一圧容器を整備するために必
要な免許試験合格をめざす講習です。

※免許試験合格後の免許申請に実務経
験（６ヶ月）証明が必要です。

第一種圧力容器定期自
主検査基準研修会

　定期自主検査基準の研修です。

①

※受講資格は、化学設備取扱５年以上の
経験者です。

ボイラー取扱業務従事者
安全衛生教育

　労働安全衛生法第６０条の２に基づく、
安全衛生教育に関する指針及び労働安
全衛生法第１９条の２に基づく、能力向上
教育に関する指針によるものです。

※厚生労働省　基発　1012第2号
　　（平成28年10月12日）
※千葉労働局　千労発基 1104 第1号
　　（平成28年11月　4日）
　「安全衛生教育及び研修の推進につい
て」発信されています。

ボイラー取扱作業主任者
能力向上教育

化学設備関係第一種圧
力容器取扱作業主任者
能力向上教育

①

①

③

　Ｈ２４年４月の法改正により、ボイラー実
技講習の受講修了が免許交付要件の一
部となり、従前どおり免許試験の受験前に
受講するほか、免許試験に合格した後に
受講することもできます。
＜実技講習３日間＞
　初日から３日間の講習は、２級の免許資
格を得る講習です。
＜受験準備講習２日間＞
①２級ボイラー技士免許試験の合格を目
指される方は、受験準備講習の２日間の
みでも受講できます。
②試験に合格するまで何回でも受講でき
ます。

１ ボイラー実技講習および
受験準備講習

２ ボイラー取扱技能講習 　小規模ボイラーを取扱う資格となるもの
です。②

⑩ 　３月　８日（月）～１２日（金）

１０月　６日（火）～　７日（水）

令　和　８　年　度　講　習　の　ご　案　内　

普通第一種圧力容器取
扱作業主任者技能講習

　普通一圧作業主任者を選任する場合の
資格となるものです。

化学設備関係第一種圧
力容器取扱作業主任者
技能講習

　化学一圧作業主任者を選任する場合の
資格となるものです。

ＮＯ 講　習　名 開催月日　( 曜日 ） 費用（テキスト代は別途） 内　　　　容

②

①

②

①

①

①


